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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を
決定するステップであって、前記Y個のアップリンクサブフレームは、前記X個のダウンリ
ンクサブフレームに対応するハイブリッド自動再送要求（HARQ）情報をそれぞれ送信する
のに使用され、前記Y個のアップリンクサブフレームのうちの少なくとも1つのアップリン
クサブフレームが周波数分割複信（FDD）キャリア上のアップリンクサブフレームであり
、前記X個のダウンリンクサブフレームは時間分割複信（TDD）キャリア上の1つの無線フ
レーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定する
ステップと、
　前記対応関係に従ってユーザ機器（UE）と通信するステップと
　を含み、
　前記FDDキャリアは、第1の基地局において構成され、前記TDDキャリアは、第2の基地局
において構成され、
　前記XおよびYの値は同じであり、かつ前記Y個のアップリンクサブフレームは前記X個の
ダウンリンクサブフレームに1対1で対応し、
　前記Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよ
び第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、前記第1のタイプのアップリンクサブ
フレームは前記FDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、前記第2のタイプのア
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ップリンクサブフレームは前記TDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　前記無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードのいずれか1つで
ある場合には、前記Y個のアップリンクサブフレームと前記X個のダウンリンクサブフレー
ムとの間の前記対応関係は以下の表の通りであり、
【表１】

　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第1のタイプのアップリン
クサブフレームに属し、「4，F」は、前記アップリンクサブフレームnに対応するダウン
リンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレ
ームであることを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第2のタイ
プのアップリンクサブフレームに属し、「4」は、前記アップリンクサブフレームnに対応
するダウンリンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前
のサブフレームであることを指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の
任意の要素である、通信方法。
【請求項２】
　Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を
決定するステップであって、前記Y個のアップリンクサブフレームは、前記X個のダウンリ
ンクサブフレームに対応するハイブリッド自動再送要求（HARQ）情報をそれぞれ送信する
のに使用され、前記Y個のアップリンクサブフレームのうちの少なくとも1つのアップリン
クサブフレームが周波数分割複信（FDD）キャリア上のアップリンクサブフレームであり
、前記X個のダウンリンクサブフレームは時間分割複信（TDD）キャリア上の1つの無線フ
レーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定する
ステップと、
　前記対応関係に従って基地局と通信するステップと
　を含み、
　前記FDDキャリアは、第1の基地局において構成され、前記TDDキャリアは、第2の基地局
において構成され、
　前記XおよびYの値は同じであり、かつ前記Y個のアップリンクサブフレームは前記X個の
ダウンリンクサブフレームに1対1で対応し、
　前記Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよ
び第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、前記第1のタイプのアップリンクサブ
フレームは前記FDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、前記第2のタイプのア
ップリンクサブフレームは前記TDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　前記無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードのいずれか1つで
ある場合には、前記Y個のアップリンクサブフレームと前記X個のダウンリンクサブフレー
ムとの間の前記対応関係は以下の表の通りであり、
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【表２】

　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第1のタイプのアップリン
クサブフレームに属し、「4，F」は、前記アップリンクサブフレームnに対応するダウン
リンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレ
ームであることを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第2のタイ
プのアップリンクサブフレームに属し、「4」は、前記アップリンクサブフレームnに対応
するダウンリンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前
のサブフレームであることを指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の
任意の要素である、通信方法。
【請求項３】
　Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を
決定するように構成された決定部であって、前記Y個のアップリンクサブフレームは、前
記X個のダウンリンクサブフレームに対応するハイブリッド自動再送要求（HARQ）情報を
それぞれ送信するのに使用され、前記Y個のアップリンクサブフレームのうちの少なくと
も1つのアップリンクサブフレームが周波数分割複信（FDD）キャリア上のアップリンクサ
ブフレームであり、前記X個のダウンリンクサブフレームは時間分割複信（TDD）キャリア
上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数
である、決定部と、
　前記対応関係に従ってユーザ機器UEと通信するように構成された通信部と
　を含み、
　前記FDDキャリアは、第1の基地局において構成され、前記TDDキャリアは、第2の基地局
において構成され、
　前記XおよびYの値は同じであり、かつ
　前記Y個のアップリンクサブフレームは前記X個のダウンリンクサブフレームに1対1で対
応し、
　前記Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよ
び第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、前記第1のタイプのアップリンクサブ
フレームは前記FDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、前記第2のタイプのア
ップリンクサブフレームは前記TDDキャリアのアップリンクサブフレームであり、
　前記無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードのいずれか1つで
ある場合には、前記Y個のアップリンクサブフレームと前記X個のダウンリンクサブフレー
ムとの間の前記対応関係は以下の表の通りであり、
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【表３】

　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第1のタイプのアップリン
クサブフレームに属し、「4，F」は、前記アップリンクサブフレームnに対応するダウン
リンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレ
ームであることを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第2のタイ
プのアップリンクサブフレームに属し、「4」は、前記アップリンクサブフレームnに対応
するダウンリンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前
のサブフレームであることを指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の
任意の要素である、基地局。
【請求項４】
　Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を
決定するように構成された決定部であって、前記Y個のアップリンクサブフレームは、前
記X個のダウンリンクサブフレームに対応するハイブリッド自動再送要求（HARQ）情報を
それぞれ送信するのに使用され、前記Y個のアップリンクサブフレームのうちの少なくと
も1つのアップリンクサブフレームが周波数分割複信（FDD）キャリア上のアップリンクサ
ブフレームであり、前記X個のダウンリンクサブフレームは時間分割複信（TDD）キャリア
上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数
である、決定部と、
　前記対応関係に従って基地局と通信するように構成された通信部と
　を含み、
　前記FDDキャリアは、第1の基地局において構成され、前記TDDキャリアは、第2の基地局
において構成され、
　前記XおよびYの値は同じであり、かつ前記Y個のアップリンクサブフレームは前記X個の
ダウンリンクサブフレームに1対1で対応し、
　前記Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよ
び第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、前記第1のタイプのアップリンクサブ
フレームは前記FDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、前記第2のタイプのア
ップリンクサブフレームは前記TDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　前記無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードのいずれか1つで
ある場合には、前記Y個のアップリンクサブフレームと前記X個のダウンリンクサブフレー
ムとの間の前記対応関係は以下の表の通りであり、
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【表４】

　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第1のタイプのアップリン
クサブフレームに属し、「4，F」は、前記アップリンクサブフレームnに対応するダウン
リンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレ
ームであることを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは前記第2のタイ
プのアップリンクサブフレームに属し、「4」は、前記アップリンクサブフレームnに対応
するダウンリンクサブフレームが、前記TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前
のサブフレームであることを指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の
任意の要素である、ユーザ機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、具体的には、通信方法、基地局およびユーザ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムにおいては、ダウンリンクサブフレームでデータを受信した後で、ユーザ
機器（User Equipment、UE）は、アップリンクサブフレームで基地局へ、データに対応す
るハイブリッド自動再送要求（Hybrid Automatic Repeat Request）情報をフィードバッ
クする。
【０００３】
　時分割複信（Time Division Duplex、TDD）システムにおいては、アップリンクサブフ
レームの数量がダウンリンクサブフレームの数量と異なり、したがって、HARQ情報のフィ
ードバックにはバインディング（Binding）方式または多重化（Multiplexing）方式が一
般に使用される。具体的には、UEは、複数のダウンリンクサブフレームに対応するHARQ情
報を一緒にバインドまたは多重化し、次いで、そのHARQ情報を1つのアップリンクサブフ
レームで基地局へ送信する。このフィードバック方式はTDDシステムにおいてHARQ情報の
フィードバックを実施することができるが、フィードバック性能は相対的に劣る。これは
システムスループットに影響を及ぼす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態で提供される通信方法、基地局、およびユーザ機器は、HARQ情報フィ
ードバックの性能を改善し、システムスループットを高めることができる。
【０００５】
　第1の態様によれば、通信方法が提供され、本通信方法は、Y個のアップリンクサブフレ
ームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定するステップであって、Y
個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレームに対応するハイブリ
ッド自動再送要求HARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブフ
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レームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームが周波数分割複信FDDキャリア
上のアップリンクサブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレームは時間分割複信T
DDキャリア上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちら
も正の整数である、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームと
の間の対応関係を決定するステップと、対応関係に従ってユーザ機器UEと通信するステッ
プと、を含む。
【０００６】
　第1の態様に関連して、第1の可能な実施態様において、Y個のアップリンクサブフレー
ムとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定するステップは、無線フレ
ームのアップリンクUL／ダウンリンクDL構成モードを決定するステップであって、UL／DL
構成モードは1対1の対応関係に対応する、無線フレームのUL／DL構成モードを決定するス
テップ、を含む。
【０００７】
　第1の態様の第1の可能な実施態様に関連して、第2の可能な実施態様において、対応関
係に従ってUEと通信する前に、UEへ第1のシグナリングを送信するステップであって、第1
のシグナリングはUL／DL構成モードを指示するのに使用される、第1のシグナリングを送
信するステップ、をさらに含む。
【０００８】
　第1の態様、または第1の態様の第1の可能な実施態様もしくは第2の可能な実施態様に関
連して、第3の可能な実施態様において、Y個のアップリンクサブフレームはX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応する。
【０００９】
　第1の態様の第3の可能な実施態様に関連して、第4の可能な実施態様において、すべて
のY個のアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームである。
【００１０】
　第1の態様の第4の可能な実施態様に関連して、第5の可能な実施態様において、無線フ
レームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個のアップ
リンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下の表の通
りである。
【００１１】
【表１】

【００１２】
　表中、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレーム
が、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであることを指示し
、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００１３】
　第1の態様の第3の可能な実施態様に関連して、第6の可能な実施態様において、Y個のア
ップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプ
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のアップリンクサブフレームを含み、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャ
リア上のアップリンクサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはT
DDキャリア上のアップリンクサブフレームである。
【００１４】
　第1の態様の第6の可能な実施態様に関連して、第7の可能な実施態様において、無線フ
レームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個のアップ
リンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下の表の通
りである。
【００１５】
【表２】

【００１６】
　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは第1のタイプのアップリンクサ
ブフレームに属し、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサ
ブフレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであるこ
とを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは第2のタイプのアップリンク
サブフレームに属し、「4」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブ
フレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであること
を指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００１７】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施態様から第7の可能な実施態様のいずれか
1つの実施態様に関連して、第8の可能な実施態様において、Y個のアップリンクサブフレ
ームにそれぞれ対応するリソースパラメータを決定するステップであって、Y個のアップ
リンクサブフレームの第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが
、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの
開始位置を指示するのに使用され、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である、Y
個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを決定するステッ
プと、UEへ第2のシグナリングを送信するステップであって、第2のシグナリングはY個の
アップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを含む、UEへ第2のシ
グナリングを送信するステップと、をさらに含む。
【００１８】
　第1の態様の第8の可能な実施態様に関連して、第9の可能な実施態様において、Y個のア
ップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプ
のアップリンクサブフレームを含み、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャ
リア上のアップリンクサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはT
DDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　Y個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを決定するス
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テップは、第1のタイプのアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメ
ータを決定するステップと、第2のタイプのアップリンクサブフレームにそれぞれ対応す
るリソースパラメータを決定するステップと、を含む。
【００１９】
　第1の態様の第8の可能な実施態様または第9の可能な実施態様に関連して、第10の可能
な実施態様において、以下の式、
【００２０】
【数１】

【００２１】
　または
【００２２】

【数２】

【００２３】
　に従って、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用される
リソースの位置を決定するステップ
　をさらに含み、式中、
【００２４】

【数３】

【００２５】
　は、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置を表し、
【００２６】

【数４】

【００２７】
　は、第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータを表し、nCCEは、U
Eをスケジュールするのに使用されるダウンリンク制御情報によって占有されるリソース
における最初の制御チャネル要素CCEの番号を表す。
【００２８】
　第2の態様によれば、通信方法が提供され、本通信方法は、Y個のアップリンクサブフレ
ームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定するステップであって、Y
個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレームに対応するハイブリ
ッド自動再送要求HARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブフ
レームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームが周波数分割複信FDDキャリア
上のアップリンクサブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレームは時間分割複信T
DDキャリア上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちら
も正の整数である、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームと
の間の対応関係を決定するステップと、対応関係に従って基地局と通信するステップと、
を含む。
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【００２９】
　第2の態様に関連して、第1の可能な実施態様において、Y個のアップリンクサブフレー
ムとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定するステップは、基地局か
ら第1のシグナリングを受信するステップであって、第1のシグナリングは無線フレームの
アップリンクUL／ダウンリンクDL構成モードを指示するのに使用され、UL／DL構成モード
は1対1の対応関係に対応する、基地局から第1のシグナリングを受信するステップと、UL
／DL構成モードに従って対応関係を決定するステップと、を含む。
【００３０】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様に関連して、第2の可能な実施態様に
おいて、Y個のアップリンクサブフレームはX個のダウンリンクサブフレームに1対1で対応
する。
【００３１】
　第2の態様の第2の可能な実施態様に関連して、第3の可能な実施態様において、すべて
のY個のアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームである。
【００３２】
　第2の態様の第3の可能な実施態様に関連して、第4の可能な実施態様において、無線フ
レームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個のアップ
リンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下の表の通
りである。
【００３３】
【表３】

【００３４】
　表中、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレーム
が、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであることを指示し
、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００３５】
　第2の態様の第2の可能な実施態様に関連して、第5の可能な実施態様において、Y個のア
ップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプ
のアップリンクサブフレームを含み、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャ
リア上のアップリンクサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはT
DDキャリア上のアップリンクサブフレームである。
【００３６】
　第2の態様の第5の可能な実施態様に関連して、第6の可能な実施態様において、無線フ
レームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個のアップ
リンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下の表の通
りである。
【００３７】
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【表４】

【００３８】
　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは第1のタイプのアップリンクサ
ブフレームに属し、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサ
ブフレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであるこ
とを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは第2のタイプのアップリンク
サブフレームに属し、「4」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブ
フレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであること
を指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００３９】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様から第6の可能な実施態様のいずれか
1つの実施態様に関連して、第7の可能な実施態様において、基地局から第2のシグナリン
グを受信するステップであって、第2のシグナリングはY個のアップリンクサブフレームに
それぞれ対応するリソースパラメータを含み、Y個のアップリンクサブフレームの第yのア
ップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第yのアップリンクサブフレ
ーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置を指示するのに使用さ
れ、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である、基地局から第2のシグナリングを
受信するステップ、をさらに含み、対応関係に従って基地局と通信するステップは、対応
関係、およびY個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータに
従って基地局と通信するステップ、を含む。
【００４０】
　第2の態様の第7の可能な実施態様に関連して、第8の可能な実施態様において、以下の
式、
【００４１】
【数５】

【００４２】
　または
【００４３】

【数６】

【００４４】
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　に従って、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用される
リソースの位置を決定するステップ
　をさらに含み、式中、
【００４５】
【数７】

【００４６】
　は、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置を表し、
【００４７】
【数８】

【００４８】
　は、第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータを表し、nCCEは、
スケジューリングに使用されるダウンリンク制御情報によって占有されるリソースにおけ
る最初の制御チャネル要素CCEの番号を表す。
【００４９】
　第3の態様によれば、基地局が提供され、本基地局は、Y個のアップリンクサブフレーム
とX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定するように構成された決定部
であって、Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレームに対応す
るハイブリッド自動再送要求HARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリ
ンクサブフレームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームが周波数分割複信F
DDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレームは時
間分割複信TDDキャリア上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、X
とYはどちらも正の整数である、決定部と、対応関係に従ってユーザ機器UEと通信するよ
うに構成された通信部と、を含む。
【００５０】
　第3の態様に関連して、第1の可能な実施態様において、決定部は、具体的には、無線フ
レームのアップリンクUL／ダウンリンクDL構成モードを決定するように構成されており、
UL／DL構成モードは1対1の対応関係に対応する。
【００５１】
　第3の態様の第1の可能な実施態様に関連して、第2の可能な実施態様において、通信部
は、対応関係に従ってUEと通信する前に、UEへ第1のシグナリングを送信するようにさら
に構成されており、第1のシグナリングはUL／DL構成モードを指示するように構成されて
いる。
【００５２】
　第3の態様、または第3の態様の第1の可能な実施態様もしくは第2の可能な実施態様に関
連して、第3の可能な実施態様において、Y個のアップリンクサブフレームはX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応する。
【００５３】
　第3の態様の第3の可能な実施態様に関連して、第4の可能な実施態様において、すべて
のY個のアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個
のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下
の表の通りである。
【００５４】
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【表５】

【００５５】
　表中、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレーム
が、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであることを指示し
、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００５６】
　第3の態様の第3の可能な実施態様に関連して、第5の可能な実施態様において、Y個のア
ップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプ
のアップリンクサブフレームを含み、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャ
リア上のアップリンクサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはT
DDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個
のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下
の表の通りである。
【００５７】

【表６】

【００５８】
　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは第1のタイプのアップリンクサ
ブフレームに属し、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサ
ブフレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであるこ
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とを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは第2のタイプのアップリンク
サブフレームに属し、「4」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブ
フレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであること
を指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００５９】
　第3の態様または第3の態様の第1の可能な実施態様から第5の可能な実施態様のいずれか
1つの実施態様に関連して、第6の可能な実施態様において、決定部は、Y個のアップリン
クサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを決定するようにさらに構成され
ており、Y個のアップリンクサブフレームの第yのアップリンクサブフレームに対応するリ
ソースパラメータが、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使
用されるリソースの開始位置を指示するのに使用され、yは1からYまでの範囲の値を有す
る正の整数であり、通信部は、UEへ第2のシグナリングを送信するようにさらに構成され
ており、第2のシグナリングはY個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソー
スパラメータを含む。
【００６０】
　第3の態様の第6の可能な実施態様に関連して、第7の可能な実施態様において、
　決定部は、以下の式、
【００６１】
【数９】

【００６２】
　または
【００６３】
【数１０】

【００６４】
　に従って、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用される
リソースの位置を決定するようにさらに構成されており、
　式中、
【００６５】
【数１１】

【００６６】
　は、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置を表し、
【００６７】
【数１２】

【００６８】
　は、第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータを表し、nCCEは、U
Eをスケジュールするのに使用されるダウンリンク制御情報によって占有されるリソース
における最初の制御チャネル要素CCEの番号を表す。
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【００６９】
　第4の態様によれば、ユーザ機器が提供され、本ユーザ機器は、Y個のアップリンクサブ
フレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定するように構成され
た決定部であって、Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレーム
に対応するハイブリッド自動再送要求HARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個の
アップリンクサブフレームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームが周波数
分割複信FDDキャリアのアップリンクサブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレー
ムは時間分割複信TDDキャリア上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームであ
り、XとYはどちらも正の整数である、決定部と、対応関係に従って基地局と通信するよう
に構成された通信部と、を含む。
【００７０】
　第4の態様に関連して、第1の可能な実施態様において、通信部は、基地局から第1のシ
グナリングを受信するようにさらに構成されており、第1のシグナリングは無線フレーム
のアップリンクUL／ダウンリンクDL構成モードを指示するのに使用され、UL／DL構成モー
ドは1対1の対応関係に対応し、決定部は、UL／DL構成モードに従って対応関係を決定する
ようにさらに構成されている。
【００７１】
　第4の態様または第4の態様の第1の可能な実装方法に関連して、第2の可能な実装方法に
おいて、Y個のアップリンクサブフレームはX個のダウンリンクサブフレームに1対1で対応
する。
【００７２】
　第4の態様の第2の可能な実施態様に関連して、第3の可能な実施態様において、すべて
のY個のアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個
のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下
の表の通りである。
【００７３】
【表７】

【００７４】
　表中、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレーム
が、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであることを指示し
、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００７５】
　第4の態様の第2の可能な実施態様に関連して、第4の可能な実施態様において、Y個のア
ップリンクサブフレームは、第1のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプ
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のアップリンクサブフレームを含み、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャ
リア上のアップリンクサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはT
DDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個
のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係は以下
の表の通りである。
【００７６】
【表８】

【００７７】
　表中、「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは第1のタイプのアップリンクサ
ブフレームに属し、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサ
ブフレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであるこ
とを指示し、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは第2のタイプのアップリンク
サブフレームに属し、「4」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブ
フレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであること
を指示し、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【００７８】
　第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様から第4の可能な実施態様のいずれか
1つの実施態様に関連して、第5の可能な実施態様において、通信部は、基地局から第2の
シグナリングを受信するようにさらに構成されており、第2のシグナリングはY個のアップ
リンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを含み、Y個のアップリンク
サブフレームの第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第yの
アップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置
を指示するのに使用され、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数であり、通信部は
、具体的には、対応関係、およびY個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリ
ソースパラメータに従って基地局と通信するように構成されている。
【００７９】
　第4の態様の第5の可能な実施態様に関連して、第6の可能な実施態様において、
　決定部は、以下の式、
【００８０】
【数１３】

【００８１】
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　または
【００８２】
【数１４】

【００８３】
　に従って、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用される
リソースの位置を決定するようにさらに構成されており、
　式中、
【００８４】

【数１５】

【００８５】
　は、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置を表し、
【００８６】
【数１６】

【００８７】
　は、第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータを表し、nCCEは、
スケジューリングに使用されるダウンリンク制御情報によって占有されるリソースにおけ
る最初の制御チャネル要素CCEの番号を表す。
【００８８】
　本発明の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサ
ブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア
上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少なく
とも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり
、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これにより
、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高める
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下で、本発明
の実施形態を説明するのに必要とされる添付の図面について簡単に述べる。明らかに、以
下の説明における添付の図面は単に本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎず、当業者
は、これら添付の図面から難なく他の図面をさらに導出することができる。
【００９０】
【図１】本発明の一実施形態が適用可能なシナリオ例の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態が適用可能な別のシナリオ例の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による通信方法の概略的流れ図である。
【図４】本発明の別の実施形態による通信方法の概略的流れ図である。
【図５】本発明の一実施形態による基地局の概略的ブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態によるUEの概略的ブロック図である。
【図７】本発明の別の実施形態による基地局の概略的ブロック図である。
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【図８】本発明の別の実施形態によるUEの概略的ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００９１】
　以下で、本発明の実施形態における添付の図面に関連して、本発明の実施形態における
技術的解決策を明確かつ十分に説明する。明らかに、説明される実施形態は本発明の実施
形態の全部ではなく一部にすぎない。本発明の実施形態に基づいて当業者によって難なく
得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれるものとする。
【００９２】
　本発明の技術的解決策は、モバイル通信用グローバルシステム（Global System of Mob
ile Communication、GSM(登録商標)）、符号分割多元接続（Code Division Multiple Acc
ess、CDMA）システム、広帯域符号分割多元接続（Wideband Code Division Multiple Acc
ess、WCDMA(登録商標)）、汎用パケット無線サービス（General Packet Radio Service、
GPRS）、ロング・ターム・エボルーション（Long Term Evolution、LTE）といった様々な
通信システムに適用することができる。
【００９３】
　ユーザ機器（User Equipment、UE）は、移動端末（Mobile Terminal）、モバイルユー
ザ機器などとも呼ばれ、無線アクセスネットワーク（例えば、Radio Access Network、RA
N）を使用して1つまたは複数のコアネットワークと通信することができる。ユーザ機器は
、携帯電話（「セルラー」電話ともいう）や移動端末を備えたコンピュータといった移動
端末とすることができる。例えば、ユーザ機器は、携帯型モバイル装置、ポケットサイズ
のモバイル装置、ハンドヘルド型モバイル装置、コンピュータ内蔵型モバイル装置、また
は車内モバイル装置とすることができ、無線アクセスネットワークと言語および／または
データをやりとりする。
【００９４】
　基地局は、GSM(登録商標)またはCDMAにおける基地局（Base Transceiver Station、BTS
）とすることもでき、WCDMA(登録商標)における基地局（NodeB）とすることもでき、LTE
における進化型NodeB（evolved NodeB、eNB、もしくはe-NodeB）とすることもでき、これ
について本発明では限定されない。
【００９５】
　図1は、本発明の一実施形態が適用可能なシナリオ例の概略図である。
【００９６】
　ロング・ターム・エボルーション（Long Term Evolution、LTE）システムは、LTE‐TDD
システムとLTE‐FDDシステムとに分類することができる。第3世代パートナーシッププロ
ジェクト（3rd Generation Partnership Project、3GPP）は、LTEリリース12（Release 1
2、Rel.12）において、標準化されたLTE‐TDDシステムおよびLTE‐FDDシステムのアグリ
ゲーション、すなわち、TDDキャリアおよびFDDキャリアのアグリゲーションを提案してい
る。
【００９７】
　図1に、TDDキャリアおよびFDDキャリアのアグリゲーションのシナリオを示す。図1に示
すように、TDDキャリアおよびFDDキャリアをマクロ基地局110において構成することがで
きる。マクロ基地局110は、あるキャリア上では周波数分割複信（Frequency Division Du
plexing、FDD）モードでUE120と通信し、別のキャリア上ではTDDモードで通信することが
できる。このシナリオでは、ある時点において、マクロ基地局110は、モードのうちの1つ
でUE120とダウンリンクデータ伝送を行うことができる。
【００９８】
　図2は、本発明の一実施形態が適用可能な別のシナリオ例の概略図である。
【００９９】
　図2に示すように、FDDキャリアをマクロ基地局210において構成することができ、TDDキ
ャリアをマイクロ基地局220において構成することができる。マクロ基地局210はFDDモー
ドでUE230と通信することができ、マイクロ基地局220はTDDモードでUE230と通信すること
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ができる。
【０１００】
　図3は、本発明の一実施形態による通信方法の概略的流れ図である。図3の方法は、基地
局、例えば、図1に示すマクロ基地局110や、図2に示すマクロ基地局210もしくはマイクロ
基地局220によって実行される。
【０１０１】
　310：Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応
関係を決定する。Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレームに
対応するHARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブフレームの
うちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフ
レームであり、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア上の1つの無線フレーム内
のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である。
【０１０２】
　320：対応関係に従ってUEと通信する。
【０１０３】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンク
サブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少な
くとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであ
り、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャ
リア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これによ
り、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高め
ることができる。
【０１０４】
　本発明の本実施形態においては、X個のダウンリンクサブフレームは、すべてTDDキャリ
ア上の1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームとすることもでき、TDDキャリア
上の1つの無線フレーム内のいくつかのダウンリンクサブフレームとすることもできる。
【０１０５】
　X個のダウンリンクサブフレームの各ダウンリンクサブフレームは、各ダウンリンクサ
ブフレームに対応するHARQ情報を有する。各ダウンリンクサブフレームに対応するHARQ情
報は、各ダウンリンクサブフレームで送信されるデータに対応するHARQ情報のことを指す
。HARQ情報は、肯定応答（Acknowledgement、ACK）情報、および／また否定応答（Non-Ac
knowledgement、NACK）情報を含むことができる。
【０１０６】
　本発明の本実施形態においては、TDDキャリア上のダウンリンクサブフレームおよび特
別なサブフレームを一括してダウンリンクサブフレームと呼ぶことがあることを理解すべ
きである。
【０１０７】
　任意選択で、一実施形態において、Y個のアップリンクサブフレームはX個のダウンリン
クサブフレームに1対1で対応していてもよい。
【０１０８】
　TDDキャリアについては、アップリンクサブフレームはダウンリンクサブフレームに1対
1で対応しない。したがって、HARQ情報がフィードバックされるときには、普通、1つのア
ップリンクサブフレームを使用して複数のダウンリンクサブフレームに対応するHARQ情報
がフィードバックされる。この結果、不十分なフィードバック性能が生じることになる。
【０１０９】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリン
クサブフレームに1対1で対応する。すなわち、Yの値とXの値は同じである。このように、
TDDキャリア上の1つのダウンリンクサブフレームについて、1つのアップリンクサブフレ
ームを使用して複数のダウンリンクサブフレームに対応するHARQ情報をフィードバックす
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るのではなく、そのダウンリンクサブフレームのHARQ情報をフィードバックすべき1つの
対応するアップリンクサブフレームがある。これにより、HARQ情報フィードバックの性能
を改善することができ、よってシステムスループットを高めることができる。
【０１１０】
　任意選択で、一実施形態においては、ステップ310で、基地局は、無線フレームのアッ
プリンク（Uplink、UL）／ダウンリンク（Downlink、DL）構成モードを決定することがで
き、UL／DL構成モードは前述の1対1の対応関係に対応する。
【０１１１】
　TDDキャリアについては異なるUL／DL構成モードが定義される。これらのUL／DL構成モ
ードは各々、1つの無線フレーム内のダウンリンクサブフレームへのアップリンクサブフ
レームの割り振り比を記述するのに使用される。例えば、表1に示すように、LTEシステム
においては、TDDキャリアについて、7つの異なるUL／DL構成モードがある。
【０１１２】
【表９】

【０１１３】
　表1において、「D」は、ダウンリンクサブフレームを表し、「S」は、特別なサブフレ
ームを表し、「U」は、アップリンクサブフレームを表す。本発明の本実施形態において
は、「D」サブフレームおよび「S」サブフレームを一括してダウンリンクサブフレームと
呼ぶことがある。
【０１１４】
　無線フレームに前述の異なる構成モードが使用される場合に、ダウンリンクサブフレー
ムの番号または無線フレーム内のダウンリンクサブフレームの数量が変化するため、ステ
ップ310で、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の
対応関係の具体的内容はしかるべく変動する可能性がある。
【０１１５】
　各構成モードは1つの対応関係と関連付けることができる。すなわち、構成モードは前
述の1対1の対応関係に対応しうる。したがって、ステップ310で、TDDキャリア上の無線フ
レームに使用されるUL／DL構成モードが決定された後で、Y個のアップリンクサブフレー
ムとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を一意に決定することができる。
【０１１６】
　任意選択で、別の実施形態においては、ステップ320の前に、基地局はUEへ第1のシグナ
リングを送信することができ、第1のシグナリングはUL／DL構成モードを指示するのに使
用することができる。
【０１１７】
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　各UL／DL構成モードと関連付けられるY個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリ
ンクサブフレームとの間の対応関係は、事前定義することができ、基地局とUEの両方がそ
の内部に事前に記憶することができる。その場合、基地局は、無線フレームに現在使用さ
れているUL／DL構成モードを指示するために、UEへ第1のシグナリングを送信することが
できる。この場合には、UEは、対応関係に基づいて基地局と通信を行うように、異なるUL
／DL構成モードと関連付けられた対応関係と、第1のシグナリングによって指示されるUL
／DL構成モードとに従って、UL／DL構成モードと関連付けられるY個のアップリンクサブ
フレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を決定することができる。
【０１１８】
　例えば、第1のシグナリングは上位層シグナリングとすることができる。例えば、第1の
シグナリングは表1の左端列に示す構成モード番号、例えば、0から6のうちの1つを搬送す
ることができる。
【０１１９】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応する場合には、すべてのY個のアップリンクサブフレー
ムがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームである。具体的には、TDDキャリア上のダ
ウンリンクサブフレームに対応するHARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレ
ームを使用してフィードバックすることができる。
【０１２０】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームがFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームである場合、無線フレームのUL／DL構成モードが
以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダ
ウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表2として示すことができる。
【０１２１】
【表１０】

【０１２２】
　「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレームが、TDD
キャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであることを指示することが
でき、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の要素である。
【０１２３】
　例えば、表2に示すように、無線フレームのUL／DL構成モードがUL／DL構成モード1であ
るとき、FDDキャリア上のアップリンクサブフレーム0に対応するダウンリンクサブフレー
ムは、TDDキャリア上のサブフレーム0から数えて4個前のサブフレームである。すなわち
、FDDキャリア上のアップリンクサブフレーム0は、TDDキャリア上のサブフレーム0から数
えて4個前のサブフレームのデータに対応するHARQ情報を送信するのに使用される。FDDキ
ャリア上のアップリンクサブフレーム3に対応するダウンリンクサブフレームは、TDDキャ
リア上のサブフレーム3から数えて4個前のサブフレームである。すなわち、FDDキャリア



(21) JP 6265449 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

上のアップリンクサブフレームは、TDDキャリア上のサブフレーム3から数えて4個前のサ
ブフレームのデータに対応するHARQ情報を送信するのに使用される。他も同様であり、こ
れ以上詳細を述べない。
【０１２４】
　TDDキャリア上のUEのためのダウンリンクデータがTDDキャリア上のダウンリンクサブフ
レームを使用してさらに送信されるが、そのデータに対応するHARQフィードバック情報は
、FDDキャリア上のある特定のアップリンクサブフレームを使用して送信しうることがわ
かる。例えば、無線フレームのUL／DL構成モードがUL／DL構成モード1であるときに、UE
は、FDDキャリア上のアップリンクサブフレーム0、3、4、5、8、および9を使用してHARQ
情報をフィードバックすることができる。
【０１２５】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応する場合には、Y個のアップリンクサブフレームは、第1
のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを
含むことができ、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリン
クサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアッ
プリンクサブフレームである。
【０１２６】
　具体的には、TDDキャリア上のいくつかのダウンリンクサブフレームに対応するHARQ情
報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームを使用してフィードバックすることが
でき、他方、TDDキャリア上の他のサブフレームに対応するHARQ情報を、TDDキャリア上の
アップリンクサブフレームを使用してフィードバックすることができる。
【０１２７】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームが第1のタイプ
のアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含む場合
、無線フレームのUL／DL構成モードが以下の表のUL／DL構成モードである場合には、Y個
のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表3と
して示すことができる。
【０１２８】
【表１１】

【０１２９】
　「4，F」に対応するアップリンクサブフレームnは第1のタイプのアップリンクサブフレ
ームに属し、「4，F」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレ
ームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであることを指
示することができ、「4」に対応するアップリンクサブフレームnは第2のタイプのアップ
リンクサブフレームに属し、「4」は、アップリンクサブフレームnに対応するダウンリン
クサブフレームが、TDDキャリア上のサブフレームnから数えて4個前のサブフレームであ
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ることを指示することができ、nは、集合｛0，1，2，3，4，5，6，7，8，9｝内の任意の
要素である。
【０１３０】
　例えば、表3に示すように、無線フレームのUL／DL構成モードがUL／DL構成モード1であ
るときに、アップリンクサブフレーム0はFDDキャリアに属し、アップリンクサブフレーム
3はTDDキャリアに属する。具体的には、FDDキャリア上のアップリンクサブフレーム0に対
応するダウンリンクサブフレームは、TDDキャリア上のサブフレーム0から数えて4個前の
サブフレームである。すなわち、FDDキャリア上のアップリンクサブフレーム0は、TDDキ
ャリア上のサブフレーム0から数えて4個前のサブフレームのデータに対応するHARQ情報を
送信するのに使用される。TDDキャリア上のアップリンクサブフレーム3に対応するダウン
リンクサブフレームは、TDDキャリア上のサブフレーム3から数えて4個前のサブフレーム
である。すなわち、TDDキャリア上のアップリンクサブフレーム3は、TDDキャリア上のア
ップリンクサブフレーム3から数えて4個前のサブフレームのデータに対応するHARQ情報を
送信するのに使用される。他も同様であり、これ以上詳細を述べない。
【０１３１】
　TDDキャリア上のUEのためのダウンリンクデータがTDDキャリア上のダウンリンクサブフ
レームを使用してさらに送信されるが、そのデータに対応するHARQフィードバック情報は
、FDDキャリア上のある特定のアップリンクサブフレームおよびTDDキャリア上のある特定
のアップリンクサブフレームを使用して送信することができることがわかる。例えば、無
線フレームのUL／DL構成モードがUL／DL構成モード1であるときに、UEは、FDDキャリア上
のアップリンクサブフレーム0、4、5、および9、ならびにTDDキャリア上のアップリンク
サブフレーム3および8を使用してHARQ情報をフィードバックすることができる。
【０１３２】
　任意選択で、別の実施形態においては、基地局は、Y個のアップリンクサブフレームに
それぞれ対応するリソースパラメータを決定することができ、Y個のアップリンクサブフ
レームの第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第yのアップ
リンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置を指示
するのに使用され、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である。次いで基地局は
、UEへ第2のシグナリングを送信することができ、第2のシグナリングはY個のアップリン
クサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを含む。
【０１３３】
　TDDキャリア上の各ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームを
決定することに加えて、各アップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータもさ
らに決定される必要がある。リソースパラメータは、ソースパラメータに対応するアップ
リンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置を指示
するのに使用される。次いで基地局は、第2のシグナリングを使用して、UEに、アップリ
ンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを通知することができる。例え
ば、第2のシグナリングは上位層シグナリングとすることができる。アップリンクサブフ
レームにそれぞれ対応するリソースパラメータは、同じであってもよく、異なっていても
よいことに留意すべきである。
【０１３４】
　本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメー
タが決定され、これにより、HARQ情報をフィードバックするのに使用されるリソースにお
ける競合を実際上回避することができ、HARQフィードバックの柔軟性を高めることができ
る。
【０１３５】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームがFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームであるときに、基地局は、FDDキャリアの関連情
報、例えば、FDDキャリアのペイロードに従って、Y個のアップリンクサブフレームにそれ
ぞれ対応するリソースパラメータを決定することもできる。この場合には、Y個のアップ
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リンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータは同じとすることができる。
【０１３６】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイ
プのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、
第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームで
あり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアップリンクサブフレ
ームである。この場合には、基地局は、第1のタイプのアップリンクサブフレームにそれ
ぞれ対応するリソースパラメータを決定し、第2のタイプのアップリンクサブフレームに
それぞれ対応するリソースパラメータを決定することができる。
【０１３７】
　例えば、基地局は、FDDキャリアの関連情報に従って、第1のタイプのアップリンクサブ
フレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを決定することができ、TDDキャリアの
関連情報に従って、第2のタイプのアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソー
スパラメータを決定することができる。例えば、基地局は、FDDキャリアのペイロードに
従って、第1のタイプのアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメー
タを決定することができ、TDDキャリアのペイロードに従って、第2のタイプのアップリン
クサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを決定することができる。この場
合には、第1のタイプのアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメー
タは、例えば、すべて、
【０１３８】
【数１７】

【０１３９】
　であるものとすることができる。第2のタイプのアップリンクサブフレームにそれぞれ
対応するリソースパラメータは、例えば、すべて、
【０１４０】

【数１８】

【０１４１】
　であるものとすることができる。しかし、FDDキャリアのペイロードとTDDキャリアのペ
イロードとは、異なっていてよく、したがって、
【０１４２】

【数１９】

【０１４３】
　と
【０１４４】

【数２０】

【０１４５】
　とは異なりうる。表3は、説明のための例として使用されている。例えば、無線フレー
ムのUL／DL構成モードがUL／DL構成モード1であるときに、アップリンクサブフレーム0、



(24) JP 6265449 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

4、5、および9はFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであり、これらはすべて、リ
ソースパラメータ、
【０１４６】
【数２１】

【０１４７】
　に対応しうる。アップリンクサブフレーム3および8はTDDキャリア上のアップリンクサ
ブフレームであり、これらはすべて、リソースパラメータ、
【０１４８】
【数２２】

【０１４９】
　に対応しうる。
【０１５０】
　任意選択で、別の実施形態においては、基地局は、以下の式（1）または式（2）に従っ
て、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソース
の位置をさらに決定することもできる。
【０１５１】
【数２３】

【０１５２】
　（1）
　または
【０１５３】

【数２４】

【０１５４】
　（2）
【０１５５】

【数２５】

【０１５６】
　は、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置を表し、
【０１５７】

【数２６】

【０１５８】
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　は、第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータを表し、nCCEは、U
Eをスケジュールするのに使用されるダウンリンク制御情報によって占有されるリソース
における最初の制御チャネル要素（Control Channel Element、CCE）の番号を表す。
【０１５９】
　キャリアペイロードが相対的に大きいとき、
【０１６０】
【数２７】

【０１６１】
　は、一般に、相対的に大きい値を取り、キャリアペイロードが相対的に小さいとき、
【０１６２】
【数２８】

【０１６３】
　は、一般に、相対的に小さい値を取る。
【０１６４】
　式（1）は、基地局がアンテナポート0で動作する場合に適用できる。式（2）は、基地
局がアンテナポート1で動作する場合に適用できる。
【０１６５】
　図4は、本発明の別の実施形態による通信方法の概略的流れ図である。図4の方法は、UE
、例えば、図1のUE120または図2のUE230によって実行される。図4のプロセスは図3のプロ
セスに対応し、したがって、同じ説明は適宜省く。
【０１６６】
　410：Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応
関係を決定する。Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレームに
対応するHARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブフレームの
うちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフ
レームであり、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア上の1つの無線フレーム内
のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数であり、Yは正の整数であ
る。
【０１６７】
　420：対応関係に従って基地局と通信する。
【０１６８】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンク
サブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少な
くとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであ
り、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャ
リア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これによ
り、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高め
ることができる。
【０１６９】
　任意選択で、一実施形態においては、UEは基地局から第1のシグナリングを受信するこ
とができ、第1のシグナリングは無線フレームのUL／DL構成モードを指示するのに使用さ
れ、UL／DL構成モードは1対1の対応関係に対応する。次いでUEは、UL／DL構成モードに従
って対応関係を決定することができる。
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【０１７０】
　図3の実施形態に記載されているように、UL／DL構成モードは1つの対応関係に対応しう
る。したがって、UEはUL／DL構成モードを通知され、UEは対応関係を一意に決定すること
ができる。
【０１７１】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応してもよい。
【０１７２】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応する場合には、すべてのY個のアップリンクサブフレー
ムをFDDキャリア上のアップリンクサブフレームとすることができる。
【０１７３】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームがFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームである場合、無線フレームのUL／DL構成モードが
以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウン
リンクサブフレームとの間の対応関係を表2として示すことができる。
【０１７４】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応する場合には、Y個のアップリンクサブフレームは、第1
のタイプのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを
含むことができ、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリン
クサブフレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアッ
プリンクサブフレームである。
【０１７５】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームが第1のタイプ
のアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含む場合
、無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表3として
示すことができる。
【０１７６】
　任意選択で、別の実施形態においては、ステップ420の前に、UEは基地局から第2のシグ
ナリングを受信することができ、第2のシグナリングはY個のアップリンクサブフレームに
それぞれ対応するリソースパラメータを含み、Y個のアップリンクサブフレームの第yのア
ップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第yのアップリンクサブフレ
ーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置を指示するのに使用さ
れ、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である。UEは、対応関係、およびY個のア
ップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータに従って基地局と通信す
ることができる。
【０１７７】
　任意選択で、別の実施形態においては、UEは、式（1）または式（2）に従って、第yの
アップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの位置をさ
らに決定することもできる。このようにして、UEは、決定されたリソース位置のところで
基地局へ対応するHARQ情報をフィードバックすることができる。
【０１７８】
　図5は、本発明の一実施形態による基地局の概略的ブロック図である。例えば、図5の基
地局500は、図1に示すマクロ基地局110とすることもでき、図2に示すマクロ基地局210も
しくはマイクロ基地局220とすることもできる。基地局500は、決定部510と通信部520とを
含む。
【０１７９】
　決定部510は、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの



(27) JP 6265449 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

間の対応関係を決定し、Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフレ
ームに対応するHARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブフレ
ームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンク
サブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア上の1つの無線フレ
ーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である。通信部520
は、対応関係に従ってUEと通信する。
【０１８０】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンク
サブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少な
くとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであ
り、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャ
リア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これによ
り、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高め
ることができる。
【０１８１】
　任意選択で、一実施形態においては、決定部510は、無線フレームのUL／DL構成モード
を決定することができ、UL／DL構成モードは1対1の対応関係に対応する。
【０１８２】
　任意選択で、別の実施形態においては、対応関係に従ってUEと通信する前に、通信部52
0はUEへ第1のシグナリングを送信することができ、第1のシグナリングはUL／DL構成モー
ドを指示するように構成されている。
【０１８３】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応してもよい。
【０１８４】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームをFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームとすることもできる。
【０１８５】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表2として
示すことができる。
【０１８６】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイ
プのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含むこ
とができ、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブ
フレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアップリン
クサブフレームである。
【０１８７】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表3として
示すことができる。
【０１８８】
　任意選択で、別の実施形態においては、決定部510は、Y個のアップリンクサブフレーム
にそれぞれ対応するリソースパラメータをさらに決定することができ、Y個のアップリン
クサブフレームの第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第y
のアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位
置を指示するのに使用され、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である。通信部5
20は、UEへ第2のシグナリングをさらに送信することができ、第2のシグナリングはY個の
アップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを含む。
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【０１８９】
　任意選択で、別の実施形態においては、決定部510は、式（1）または式（2）に従って
、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの
位置をさらに決定することもできる。
【０１９０】
　基地局500の他の機能および動作については、図3の方法実施形態における基地局が関与
するプロセスを参照することができ、繰り返しを避けるために詳細を述べない。
【０１９１】
　図6は、本発明の一実施形態によるUEの概略的ブロック図である。例えば、図6のUE600
は、図1に示すUE120や、図2に示すUE230とすることができる。UE600は、決定部610と通信
部620とを含む。
【０１９２】
　決定部610は、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの
間の対応関係を決定する。Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブフ
レームに対応するHARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブフ
レームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリン
クサブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア上の1つの無線フ
レーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である。通信部62
0は、対応関係に従って基地局と通信する。
【０１９３】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンク
サブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少な
くとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであ
り、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャ
リア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これによ
り、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高め
ることができる。
【０１９４】
　任意選択で、一実施形態においては、通信部620は、基地局から第1のシグナリングをさ
らに受信することができ、第1のシグナリングは無線フレームのアップリンクUL／ダウン
リンクDL構成モードを指示するのに使用され、UL／DL構成モードは1対1の対応関係に対応
する。決定部610は、UL／DL構成モードに従って対応関係をさらに決定することができる
。
【０１９５】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応してもよい。
【０１９６】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームをFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームとすることもできる。
【０１９７】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表2として
示すことができる。
【０１９８】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイ
プのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、
第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームで
あり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアップリンクサブフレ
ームである。
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【０１９９】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表3として
示すことができる。
【０２００】
　任意選択で、別の実施形態においては、通信部620は基地局から第2のシグナリングをさ
らに受信することができ、第2のシグナリングはY個のアップリンクサブフレームにそれぞ
れ対応するリソースパラメータを含む。Y個のアップリンクサブフレームの第yのアップリ
ンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第yのアップリンクサブフレーム内
の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置を指示するのに使用され、y
は1からYまでの範囲の値を有する正の整数である。通信部620は、対応関係、およびY個の
アップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータに従って基地局と通信
することができる。
【０２０１】
　任意選択で、別の実施形態においては、決定部610は、式（1）または式（2）に従って
、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの
位置をさらに決定することもできる。
【０２０２】
　UE600の他の機能および動作については、図4の方法実施形態におけるUEが関与するプロ
セスを参照することができ、繰り返しを避けるために詳細を述べない。
【０２０３】
　図7は、本発明の別の実施形態による基地局の概略的ブロック図である。例えば、図7の
基地局700は、図1に示すマクロ基地局110とすることもでき、図2に示すマクロ基地局210
もしくはマイクロ基地局220とすることもできる。基地局700は、プロセッサ710と送受信
機720とを含む。
【０２０４】
　プロセッサ710は、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレーム
との間の対応関係を決定し、Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブ
フレームに対応するHARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブ
フレームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリ
ンクサブフレームムであり、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア上の1つの無
線フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である。送受
信機720は、対応関係に従ってUEと通信する。
【０２０５】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンク
サブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少な
くとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであ
り、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャ
リア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これによ
り、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高め
ることができる。
【０２０６】
　任意選択で、一実施形態においては、プロセッサ710は、無線フレームのUL／DL構成モ
ードを決定することができ、UL／DL構成モードは1対1の対応関係に対応する。
【０２０７】
　任意選択で、別の実施形態においては、対応関係に従ってUEと通信する前に、送受信機
720はUEへ第1のシグナリングを送信することができ、第1のシグナリングはUL／DL構成モ
ードを指示するように構成されている。
【０２０８】
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　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応してもよい。
【０２０９】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームをFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームとすることもできる。
【０２１０】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表2として
示すことができる。
【０２１１】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイ
プのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含むこ
とができ、第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブ
フレームであり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアップリン
クサブフレームである。
【０２１２】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表3として
示すことができる。
【０２１３】
　任意選択で、別の実施形態においては、プロセッサ710は、Y個のアップリンクサブフレ
ームにそれぞれ対応するリソースパラメータをさらに決定することができ、Y個のアップ
リンクサブフレームの第yのアップリンクサブフレームに対応するリソースパラメータが
、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの
開始位置を指示するのに使用され、yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である。
送受信機720はUEへ第2のシグナリングをさらに送信することができ、第2のシグナリング
はY個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータを含む。
【０２１４】
　任意選択で、別の実施形態においては、プロセッサ710は、式（1）または式（2）に従
って、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置をさらに決定することもできる。
【０２１５】
　基地局700の他の機能および動作については、図3の方法実施形態における基地局が関与
するプロセスを参照することができ、繰り返しを避けるために詳細を述べない。
【０２１６】
　図8は、本発明の別の実施形態によるUEの概略的ブロック図である。例えば、図8のUE80
0は、図1に示すUE120や、図2に示すUE230とすることができる。UE800は、プロセッサ810
と送受信機820とを含む。
【０２１７】
　プロセッサ810は、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレーム
との間の対応関係を決定し、Y個のアップリンクサブフレームは、X個のダウンリンクサブ
フレームに対応するHARQ情報をそれぞれ送信するのに使用され、Y個のアップリンクサブ
フレームのうちの少なくとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリ
ンクサブフレームであり、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリア上の1つの無線
フレーム内のダウンリンクサブフレームであり、XとYはどちらも正の整数である。送受信
機820は、対応関係に従って基地局と通信する。
【０２１８】
　本発明の本実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームとX個のダウンリンク
サブフレームとの間の対応関係が決定され、X個のダウンリンクサブフレームはTDDキャリ
ア上のダウンリンクサブフレームであり、Y個のアップリンクサブフレームのうちの少な
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くとも1つのアップリンクサブフレームがFDDキャリア上のアップリンクサブフレームであ
り、そのため、HARQ情報を、FDDキャリア上のアップリンクサブフレームと一緒にTDDキャ
リア上のダウンリンクサブフレームのためにフィードバックすることができる。これによ
り、HARQ情報フィードバックの性能を改善することができ、システムスループットを高め
ることができる。
【０２１９】
　任意選択で、別の実施形態においては、送受信機820は基地局から第1のシグナリングを
さらに受信することができ、第1のシグナリングは無線フレームのUL／DL構成モードを指
示するのに使用され、UL／DL構成モードは1対1の対応関係に対応する。プロセッサ810は
、UL／DL構成モードに従って対応関係をさらに決定することができる。
【０２２０】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームがX個のダウン
リンクサブフレームに1対1で対応してもよい。
【０２２１】
　任意選択で、別の実施形態においては、すべてのY個のアップリンクサブフレームをFDD
キャリア上のアップリンクサブフレームとすることもできる。
【０２２２】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表2として
示すことができる。
【０２２３】
　任意選択で、別の実施形態においては、Y個のアップリンクサブフレームは、第1のタイ
プのアップリンクサブフレームおよび第2のタイプのアップリンクサブフレームを含み、
第1のタイプのアップリンクサブフレームはFDDキャリア上のアップリンクサブフレームで
あり、第2のタイプのアップリンクサブフレームはTDDキャリア上のアップリンクサブフレ
ームである。
【０２２４】
　無線フレームのUL／DL構成モードが以下のUL／DL構成モードである場合には、Y個のア
ップリンクサブフレームとX個のダウンリンクサブフレームとの間の対応関係を表3として
示すことができる。
【０２２５】
　任意選択で、別の実施形態においては、送受信機820は基地局から第2のシグナリングを
さらに受信することができ、第2のシグナリングはY個のアップリンクサブフレームにそれ
ぞれ対応するリソースパラメータを含む。Y個のアップリンクサブフレームの第yのアップ
リンクサブフレームに対応するリソースパラメータが、第yのアップリンクサブフレーム
内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソースの開始位置を指示するのに使用され、
yは1からYまでの範囲の値を有する正の整数である。送受信機820は、対応関係、およびY
個のアップリンクサブフレームにそれぞれ対応するリソースパラメータに従って基地局と
通信することができる。
【０２２６】
　任意選択で、別の実施形態においては、プロセッサ810は、式（1）または式（2）に従
って、第yのアップリンクサブフレーム内の、HARQ情報を送信するのに使用されるリソー
スの位置をさらに決定することもできる。
【０２２７】
　UE800の他の機能および動作については、図4の方法実施形態におけるUEが関与するプロ
セスを参照することができ、繰り返しを避けるために詳細を述べない。
【０２２８】
　本明細書で開示される実施形態に関連して記述される例示的ユニットおよびアルゴリズ
ムステップは、電子ハードウェアまたはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアと
の組み合わせによって実現されうることを当業者は理解することができる。各機能を実現
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するのがハードウェアか、それともソフトウェアかは、技術的解決策の個々の用途および
設計上の制約条件に依存する。当業者は、様々な方法を使用して個々の用途ごとに記述さ
れた機能を実現することができるが、そうした実施態様は本発明の範囲を超えるものとみ
なすべきではない。
【０２２９】
　説明を簡便にするために、前述のシステム、装置、およびユニットの詳細な作動プロセ
スについては、前述の方法実施形態における対応するプロセスを参照することができるこ
とを当業者は明確に理解することができ、ここでは詳細を繰り返さない。
【０２３０】
　本出願において提供されるいくつかの実施形態においては、開示のシステム、装置、お
よび方法を他のやり方で実現することもできることを理解すべきである。例えば、説明さ
れた装置実施形態は単なる例示にすぎない。例えば、ユニット分割は単なる論理的機能分
割にすぎず、実際の実装に際しては他の分割も可能である。例えば、複数のユニットまた
はコンポーネントが組み合わされ、または統合されて別のシステムになる場合もあり、い
くつかの特徴が無視され、または実行されない場合もある。加えて、表示された、または
論じられた相互結合または直接結合または通信接続を、いくつかのインターフェースを使
用して実現することもできる。装置間またはユニット間の間接結合または通信接続は、電
子的形態、機械的形態、または他の形態として実現することができる。
【０２３１】
　別々の部品として記述されたユニットは物理的に分離していてもそうでなくてもよく、
ユニットとして表示された部品は、物理的ユニットであってもそうでなくてもよく、1箇
所に位置していてもよく、複数のネットワークユニット上に分散されていてもよい。ユニ
ットの一部または全部を、各実施形態の解決策の目的を達成するための実際の必要に従っ
て選択することもできる。
【０２３２】
　加えて、本発明の各実施形態における機能ユニットを1つの処理ユニットへ統合するこ
ともでき、ユニットの各々が物理的に独立して存在していてもよく、または2つ以上のユ
ニットが1つのユニットへ統合される。
【０２３３】
　各機能がソフトウェア機能ユニットの形態で実現され、独立した製品として販売され、
または使用される場合に、それらの機能は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することが
できる。そうした理解に基づき、本発明の技術的解決策を本質的に、または先行技術に寄
与する部分を、または技術的解決策の一部を、ソフトウェア製品の形態で実現することが
できる。コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶されており、（パーソナルコン
ピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスとすることができる）コンピュータデバ
イスに、本発明の各実施形態で記述されている方法のステップの全部または一部を実行さ
せるためのいくつかの命令を含む。前述の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、ポータ
ブル・ハード・ディスク、読取り専用メモリ（ROM、Read-Only Memory）、ランダム・ア
クセス・メモリ（RAM、Random Access Memory）、磁気ディスク、光ディスクといった、
プログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
【０２３４】
　以上の説明は、単に、本発明の具体的実装態様であるにすぎず、本発明の保護範囲を限
定するためのものではない。本発明で開示される技術範囲内で当業者によって容易に考案
されるいかなる変形も置換も、本発明の保護範囲内に含まれるものとする。したがって、
本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うべきものとする。
【符号の説明】
【０２３５】
110　マクロ基地局
120　UE
210　マクロ基地局



(33) JP 6265449 B2 2018.1.24

10

220　マイクロ基地局
230　UE
500　基地局
510　決定部
520　通信部
600　UE
610　決定部
620　通信部
700　基地局
710　プロセッサ
720　送受信機
800　UE
810　プロセッサ
820　送受信機

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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